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 熊本県会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２０年１０月１６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
熊本県規則第５８号 
   熊本県会計規則の一部を改正する規則 
 熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号）の一部を次のように改正する。 
 第１８条中「、収納代理金融機関」を「及び収納代理金融機関」に改め、「郵便局をい
う。）」の次に「（第１９条の２において「郵便貯金銀行の営業所等」という。）」を加
える。 
 第１９条の次に次の１条を加える。 
 （払込取扱票による収納） 
第１９条の２ 歳入徴収者は、別に指定する歳入を郵便貯金銀行の営業所等において収納 
 しようとするときは、払込取扱票を発行しなければならない。 
      附 則 
  この規則は、公布の日から施行する。 
 
 
 
 
 
熊本県告示第９０９号の２ 
 平成１０年１月７日熊本県告示第１号（収納代理金融機関（郵便貯金銀行に限る。）の
名称及び位置）の一部を次のように改め、平成２０年１０月１６日から施行する。 
  平成２０年１０月１６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 収納代理金融機関（郵便貯金銀行に限る。）の名称及び位置の表備考２中「特別徴収」
の次に「及び地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２１号）の規定による
改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３７条の２第１項第１号に規定する県
に対する寄附金（以下「ふるさとくまもと応援寄附金」という。）」を、同表備考３中「県
税」の次に「、ふるさとくまもと応援寄附金」を加える。 

 
 
熊本県告示第９０９号の３ 
 熊本県収納代理金融機関（郵便貯金銀行に限る。）事務取扱要領の一部を改正する要領
を次のように定める。 
  平成２０年１０月１６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
   熊本県収納代理金融機関（郵便貯金銀行に限る。）事務取扱要領の一部を改正する

要領 
 熊本県収納代理金融機関（郵便貯金銀行に限る。）事務取扱要領（平成１０年熊本県告
示第１６８号）の一部を次のように改正する。 
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  第４条中「県税」の次に「、地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２１
号）の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３７条の２第１項第
１号に規定する県に対する寄附金（以下「ふるさとくまもと応援寄附金」という。）」を
加える。 
  別表収納店の欄中「特別徴収」の次に「及びふるさとくまもと応援寄附金」を加える。 
      附 則 
  この要領は、平成２０年１０月１６日から施行する。 
 
 
 
 
 
熊本県訓令第５０号 
                  本庁各部（局）課（総室・室・センター）    
                                    各  地  方  出  先  機  関 
                                    出        納        局 
                                    教    育   庁    各   課 
                                    人  事  委  員  会   事  務  局 
                                    監   査   委   員   事   務   局 
                                    警     察     本     部 
                                    労  働  委  員  会   事   務   局 
                  議    会    事    務    局 
 熊本県会計規則に規定する帳簿及び書類の様式を定める訓令の一部を改正する訓令を次
のように定める。 
  平成２０年１０月１６日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
   熊本県会計規則に規定する帳簿及び書類の様式を定める訓令の一部を改正する訓令 
 熊本県会計規則に規定する帳簿及び書類の様式を定める訓令（昭和６０年熊本県訓令第
２号）の一部を次のように改正する。 
    「 

納入通知書           別記第４号様式  第１６条から第
         

 

  別表中 
返納通知書           別記第５号様式  第２０条及び第

 
                               「 

 
 
 
 を  
 
 
 

                             」 
 

  別記第４号様式  第１６条から第１９条まで、第２２条、第２５ 

  別記第４号の２様式  第１９条の２ 

  別記第５号様式  第２０条及び第５６条 

 

条、第９９条及び第１３２条 

 

 

 

 

   に改める。 

     

               」 

 納入通知書 

 払込取扱票 

 返納通知書  

１９条まで、第２２条、第２５条、第９９条及び第１３２条 

５６条 

 訓  令 
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  別記第４号様式の次に次の１様式を加える。 
 
 
 
 
 

様

日
　
附
　
印裏面の注意事項をお読みください。(ゆうちょ銀行)　(承認番号　福振公　第　　　　号)

これより下部には何も記入しないでください。

氏名

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い

。

加
入
者
名

07

住所

熊　　　本　　　県

福岡

ただし

金
 

額

千口　　座　　記　　号　　番　　号

公

百 千 百十 万 十 円

備
 

考

ご
　
依
　
頼
　
人

こ の 受 領 証 は 、 大 切 に 保 管 し て く だ さ い 。

払 込 料 金

加 入 者 負 担

備　考

払込料金

加 入 者

負 担

公

加

入

者

名

振替払込請求書兼受領書

口
座
記
号
番
号

十

様

熊　　本　　県

円百万千 百 十 千金
 
額

ご
　
依
　
頼
　
人

氏名

住所

日　　　附　　　印

ただし

払 込 取 扱 票

 
 
 
 

この場所には、何も記載しないでください。

   表面の金額を熊本県収納代理
金融機関として領収しました。

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理しま
すので、金額を記入する際は、
枠内にはっきりと記入してくだ
さい。また、本票を汚したり、
折り曲げたりしないでくださ
い。

・この用紙は、ゆうちょ銀行又
は郵便局の払込機能付きＡＴＭ
でもご利用いただけます。

・この払込書を、ゆうちょ銀行
又は郵便局の渉外員にお預けに
なるときは、引換えに預り証を
必ずお受け取りください。

・ご依頼人様からご提出いただ
きました払込書に記載されたお
ところ、おなまえ等は、加入者
様に通知されます。

・この受領書は、払込みの証拠
となるものですから大切に保管
してください。

 
      附 則 
  この訓令は、平成２０年１０月１６日から施行する。 

別記第４号の２様式 

（ 表 面 ） 

（ 裏 面 ） 


